
 

物 品 売 買 契 約 書（案） 

 

１．契 約 物 品  令和８年度トナーカートリッジ等の購入  

（単価契約） 

２．契 約 単 価 内訳書のとおり 

３．納 入 期 限 令和９年 3月 31日 

４．納 入 場 所 仕様書のとおり 

 

５．契 約 保 証 金 免除 

 

上記物品の売買について、支出負担行為担当官 神戸運輸監理部長 ○○を発注者とし、

○○を受注者として、次の条件により売買契約を締結する。 

 

（総則） 

第１条 受注者は、仕様書及び内訳書（以下｢仕様書等｣という。）に基づき、頭書の契約物品

（以下「物品」という。）を納入期限までに納入場所に納入するものとし、発注者は、これ

に対し、受注者に代金を支払うものとする。 

 

（仕様書等の解釈） 

第２条 物品に関する仕様書等について疑義を生じたときは、すべて発注者の解釈によるもの

とする。 

 

（権利義務の譲渡等） 

第３条 受注者は、発注者の書面による承認を得た場合を除くほか、次に掲げる行為をしては

ならないものとする。 

（１） この契約の全部又は大部分の履行を第三者に委任すること。 

（２） この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

 

（設備等の調査） 

第４条 発注者は、必要と認めるときは、職員を派遣し、受注者の設備、物品の製造過程その

他契約履行の状況を調査することができるものとする。この場合において、受注者は、発注

者又は当該職員の指示に従わなければならない。 

 

（代理人等の変更） 

第５条 発注者は、受注者の代理人、使用人又は労務者のうち著しく不適当と認められるもの

があるときは、受注者に対し、その事由を明示してその変更を求めることができる。 

 



（物価変動等による契約金額の変更） 

第６条 物価変動その他予期することのできない事由に基づく経済情勢の激変等により、契約

金額が著しく不適当であると認められるに至った場合は、発注者と受注者が協議して、契約

金額を変更することができるものとする。 

２ 契約物品輸入の契約上の外国為替換算率変更による商品価格、運賃及び外国諸掛、銀行諸

掛及び輸入税が変更され当該物品が輸入されたときの実績額が契約額と相違した場合は、受

注者はすみやかに証拠書類を発注者に提出して契約金額の変更を申し出なければならない。 

 

（納入期限の変更等） 

第７条 発注者は、その都合により納入期限又は納入場所を変更することができるものとす

る。 

２ 前項の場合において、契約金額を増減する必要があるときは、発注者と受注者が協議し

て、その金額を増減するものとする。 

 

（納入の通知及び検査） 

第８条 受注者は、物品を納入するときは、納品書をもってその旨を発注者に通知するものと

する。 

２ 受注者は、納入のため物品を納入場所に向けて発送したときは、直ちに、その旨を納入場

所の発注者があらかじめ指定する職員その他の責任者に通知するものとする。 

 

第９条 発注者は、前条第１項の納入の通知を受けたときは、納入場所において検査を行うも

のとする。 

２ 受注者は、原料又は材料の配合、物品の性能等について検査を必要とする場合その他特別

の事情がある場合には、発注者があらかじめ指示するところに従い、物品の納入又は発送前

その他適当な時期に検査申請書をもって必要な検査を発注者に請求するものとし、発注者

は、物品の所在地その他適当な場所で検査を行うものとする。 

３ 発注者は、前項の検査をした物品については、第１項の検査の一部を省略することがある

ものとする。 

４ 発注者は、第１項及び第２項の検査については、検査を行うべきことを命じた職員（以下

「検査職員」という。）により、納入の通知又は検査の請求を受理した日（これらの日以降に

おいて受注者が検査をなすべき日を指定したときは、その日）から１０日以内（以下「検査

期間」という。）に、仕様書等に指定した方法その他発注者の適当と認める方法によりこれを

行うものとする。ただし、天災地変その他やむを得ない事由により検査をすることができな

い期間は、検査期間に算入しないものとする。 

５ 発注者は、検査職員を命じたときは、その官職、氏名及び検査時期を受注者に通知するも

のとする。 

６ 受注者は、第２項の検査に立ち会うものとする。この場合において、受注者が立ち会わな

いときは、発注者は、単独で検査を行い、その結果を受注者に通知するものとし、受注者

は、これに対して不服を述べることができない。 



７ 受注者は、納入場所に物品が到着したときは、物品の数量及び運送によって生じた事故の

有無について、納入場所における当該責任者の証明を受け、これを発注者に提出するものと

する。この場合において、発注者は、受注者が物品到着後直ちに証明を受けることができる

ように措置をするものとし、又この提出した証明を認確することによって第１項の検査に代

えるものとする。 

８ 物品の検査場所への運搬その他検査に要する費用及び検査のため通常生ずる変質、変形、

消耗、破損等による損失は、受注者の負担とする。 

 

（引渡物品の引渡） 

第９条の２ 発注者より受注者へ引渡す物品は、受注者からの納入物品受領後、評価当時の現

状有姿のまま引渡場所において引渡すものとし、受注者は、直ちにこれを検査のうえ引き取

るものとする。 

２ 前項の交換が終了した後において、発注者の引渡物品に契約の内容に適合しないものを発

見しても、受注者は、異論を申し立てないものとする。 

 

（所有権の移転） 

第１０条 物品の所有権は、次項の場合を除き、納入場所において、発注者が物品を合格品と

認め数量の確認を終ったとき、受注者から発注者に移るものとする。 

２ 隔地を納入場所とした物品の所有権は、納入場所において、前条第７項の責任者が同項の

証明のための調査を終り、異状のないことを確認したときから、合格物品についてのみ受注

者から発注者に移るものとする。 

３ 物品の性質上必要な容器、包装等は、発注者の所得とする。 

 

（値引受領） 

第１１条 発注者は、物品に多少不備な点があっても、契約した目的を達するうえに支障がな

いと認めるときは、契約金額を相当額値引きして、これを受領することがあるものとする。 

 

（代品納入） 

第１２条 受注者は、第９条の規定による検査に合格しない物品があるときは、直ちに、その

代品を納入するものとする。 

２ この契約の条項は、前項の代品の納入について準用する。 

 

（不合格品等の措置） 

第１３条 受注者は、発注者から物品の不合格又は過納の通知を受けたときは、遅滞なく不合

格又は過納の物品を引き取るものとする。 

２ 発注者は、前項の場合において、相当期間内に受注者が不合格又は過納の物品を引き取ら

ないときは、受注者の負担において、当該物品を他の場所に移し、又は第三者に保管を委託

することができる。 

 



（代金の支払） 

第１４条 発注者は、受注者が物品の完納後に提出する適法な支払請求書を受理した日から３

０日以内（以下「約定期間」という。）に、その代金を受注者に支払うものとする。 

２ 発注者は、受注者から支払請求書を受理した後、その請求書の内容の全部又は一部が不当

であることを発見したときは、その事由を明示して、これを受注者に返付するものとする。

この場合においては、その請求書を返付した日から発注者が受注者の是正した支払請求書を

受理した日までの期間は、約定期間に算入しないものとする。ただし、その請求書の内容の

不当が受注者の故意又は重大な過失によるものであるときは、適法な支払請求書の提出がな

かったものとし、受注者の是正した支払請求書を受理した日から約定期間を計算するものと

する。 

 

（遅延利息） 

第１５条 発注者は、約定期間内に代金を支払わないときは、受注者に対し、遅延利息を支払

わなければならない。 

２ 遅延利息の額は、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、年２．５

パーセントとする。ただし、受注者が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得な

い事由により支払のできなかった日数は、約定期間に算入せず又は遅延利息を支払う日数に

計算しないものとする。 

３ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満であるときは、遅延利息を支払う

ことを要せず、その額に１００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす

る。 

４ 発注者が検査期間内に検査を終了しないときは、検査期間満了の日の翌日から検査を終了

した日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、又検査の遅延した日数が約定

期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、発注者は、その超える日数

に応じ、前３項の例に準じて計算した金額を受注者に支払うものとする。 

 

（納入期限の延伸） 

第１６条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、あらかじめ遅滞

の理由及び納入可能期日を明示して、発注者に納入期限の延伸の承認を求めなければならな

い。 

２ 発注者は、前項の請求に対し、支障がないと認めたときは、これを承認するものとする。

ただし、遅滞が天災地変その他受注者の責めに帰することのできない事由に基づく場合のほ

か、遅滞金を徴収する。 

 

（遅滞金） 

第１７条 前条第２項ただし書の規定による遅滞金は、延伸前の納入期限満了の日の翌日から

物品納入の日までの日数に応じ、当該納入物品の契約金額の年３．０パーセントに相当する

金額とする。 

２ 前項の遅滞日数の計算については、発注者が第８条第１項の納入の通知又は第９条第２項



の検査の請求を受理した日（これらの日以後において受注者が検査をなすべき日を指定した

ときはその日）の翌日から検査終了の日（不合格品については、不合格通知の日）までの日

数は、これを遅滞日数に算入しないものとする。 

 

（危険負担） 

第１８条 物品の所有権が移転する以前に生じた物品の亡失、変質、変形、消耗、破損等によ

る損失は、すべて受注者の負担とする。ただし、発注者の故意又は重大な過失による場合

は、この限りでない。 

 

（契約不適合責任） 

第１９条 引渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものである

ときは、発注者は相当の期間を定め、受注者に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不

足分の引渡しによる履行の追完を請求できるものとする。 

２ 発注者が不適合を知った時から一年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者

は、その不適合を理由として、前項の規定による履行の追完の請求及び第２０条の規定によ

る契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又

は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 

 

（契約の解除） 

第２０条 下記各号のいずれかに該当するときは、発注者は、この契約の全部又は一部を解除

することができる。 

一 受注者から解約の申出があったとき。 

二 受注者が納入期限までに物品を納入しないとき又は納入期限までに物品を納入する見込

みがないことが明らかなとき。 

三 物品が不合格となったとき。（納入期限前に物品が不合格となり、納入期限内に合格品の

納入の見込みがないことが明らかな場合を含む。） 

四 受注者が前条第１項の規定による履行の追完をしないとき。 

五 この契約の履行について、受注者又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があっ

たとき又はこれらの者が発注者の行う調査若しくは検査を妨げ、若しくは妨げようとした

とき。 

六 受注者が第３条の規定に違反したとき。 

七 前各号のほか受注者が契約に違反し、そのため発注者が契約の目的を達することができ

ないとき。 

八 受注者が破産の宣告を受け、又は居所不明となったとき。 

九 受注者（受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この項に

おいて同じ。）が次のイからトのいずれかに該当するときは、発注者は、この契約を解除

する。 

イ 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者

を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事



務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この条において同

じ。）が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴力団対策法」という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」とい

う。）又は第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認

められるとき。 

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直

接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ

るとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどし

ていると認められているとき。 

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら

れるとき。 

ヘ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当するこ

とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

ト  受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の契約の相手方と

していた場合（ヘに該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対して当該契約の解

除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

２ 前項（第八号を除く）の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、請

負代金額の１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなけれ

ばならない。ただし、第１項第１号から第４号までの場合において、受注者の責めに帰する

ことのできない事由があるときは、この限りでない。 

 

第２１条 発注者は、前条に定める場合のほか、自己の都合により契約の全部又は一部を解除

することができる。この場合において、受注者に損害が生じ解約後３０日以内に請求がある

ときは、発注者は、その損害を賠償するものとする。 

２ 前項の損害額は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 

（相殺等） 

第２２条 この契約により発注者が受注者から取得すべき遅滞金、違約金等の金額がある場合

において、発注者が当該金額と相殺することができる債務を受注者に対し有するときは、こ

れを相殺するものとする。 

２ 前項の規定により相殺を行っても、なお発注者において収得金がある場合又は発注者が遅

滞金、違約金等を徴収する場合において、受注者が発注者の指定する相当の限期までにこれ

らの金額を支払わないときは、受注者は、発注者に対し、遅延利息を支払わなければならな

い。ただし、当該収得金、遅滞金又は違約金が１，０００円未満の場合は、この限りでな

い。 

３ 第１５条第２項及び第３項の規定は、前項の遅延利息について準用する。この場合におい



て、同条第２項中「年２．５パーセント」とあるのは「年３．０パーセント」と、同項ただ

し書中「受注者」とあるのは、「発注者」と、第３項中「１００円」とあるのは「１円」と読

み替えるものとする。 

 

（談合等不正行為があった場合の違約金等） 

第２３条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求

に基づき、契約額（この契約締結後、契約額の変更があった場合には、変更後の契約額）の

１０分の１に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならな

い。 

一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年

法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。) 第３条の規定に違反し、又は受注者が構成事

業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公正取引

委員会が受注者に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３において準用

する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」という。）を行い、

当該納付命令が確定したとき。（確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第２項の規定

により取り消された場合を含む。） 

二 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令（これ

らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体（以下「受注者等」という。）

に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して

行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令を

いう。次号において同じ。）において、この契約に関し、独占禁止法第３条又は第８条第１

号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 

三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第３条又は第

８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象とな

った取引分野が示された場合において、この契約が当該期間（これらの命令に係る事件につ

いて、公正取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付

命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札（見

積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであると

き。 

四 この契約に関し、受注者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

40 年法律第 45 号）第 96 条の６又は独占禁止法第 89 条第１項若しくは第 95 条第１項第１

号に規定する刑が確定したとき。 

２ 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期

間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３．０パーセントの割合で計算し

た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。 

 

（秘密の保全） 

第２４条 発注者及び受注者は、この契約の履行に際し知得した相手方の秘密を第三者に漏ら

し、又は利用してはならない。 



 

（契約外の事項） 

第２５条 この契約に定めない事項又はこの契約の履行について、疑義又は紛議を生じたとき

は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上契約を証するため、この証書 2 通を作成し、発注者と受注者は各１通を保有する。 

 

 

 

令和８年 月 日 

 

 

住 所 兵庫県神戸市中央区波止場町１番１号 

発注者 

氏 名 支出負担行為担当官 

神戸運輸監理部長 ○○ 

 

住 所  

受注者 

氏 名  

 

 

 

 

 

 



 

令和８年度内訳書    

     

 品目 規格 
見積単価 

（税抜） 

1 トナーカートリッジ RICOH P 6010 
RICOH SP トナー 

6400H 
金     円 

2 ドラムユニット RICOH P 6010 
RICOH ドラムユニット 

P6000 
金     円 

3 トナーカートリッジ Canon LBP843Ci CRG-335BLK 金     円 

4 トナーカートリッジ Canon LBP843Ci CRG-335CYN 金     円 

5 トナーカートリッジ Canon LBP843Ci CRG-335MAG 金     円 

6 トナーカートリッジ Canon LBP843Ci CRG-335YEL 金     円 

7 トナーカートリッジ 京セラ ECOSYS M5526cdw TK-5241K 金     円 

8 トナーカートリッジ 京セラ ECOSYS M5526cdw TK-5241C 金     円 

9 トナーカートリッジ 京セラ ECOSYS M5526cdw TK-5241Y 金     円 

10 トナーカートリッジ 京セラ ECOSYS M5526cdw TK-5241M 金     円 

11 トナーカートリッジ ブラザー FAX-2840 TN-27J 金     円 

 


